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１．我が国において、低出生体重児のセレウスによる全身性感染症が

何例か報告され、健康被害を起こしている事実はあるが、それらに関

して微生物専門調査会で調査した限りにおいては、調製粉乳との因果

関係は確認できなかった。また、諸外国の調製粉乳によるセレウス症

例を調査したところ、チリにおいて１例見いだされたが、それは調乳

後の不適切な取り扱いによるものであった。上記の事実から考察する

と、低出生体重児が調製粉乳を摂取することにより、セレウスによる

全身性感染症にり患する食品健康影響（リスク）は、現時点において

極めて低いと考えられる。 

なお、コーデックスや FAO, WHO の専門家会議では、調製粉乳とセレ

ウス感染の因果関係は証明されていないとしている。 

 

 

２．国内に流通している調製粉乳中のセレウスの汚染実態は、厚生労

働省により基準値として提案された 100/g（ＭＰＮ法）よりはるかに低

い。この事実より、厚生労働省が提案した 100/g（ＭＰＮ法）の基準値

を設定したとしても、１．のリスクに影響を及ぼすとは考えにくい。 

 

 

３．一方、１．の国外での事例を考慮すると、調乳後に適切な取り扱

いが行われるよう、厚生労働省による、一般消費者、病院、児童福祉

施設等に対する指導等が重要と考える。 
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